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木城町告示第30号 

 令和６年第６回木城町議会定例会を、次のとおり招集する。 

    令和６年８月30日 

                                木城町長 半渡 英俊 

１ 期 日  令和６年９月６日（金）午前９時 

２ 場 所  木城町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

矢野 哲也君          荒川  浩君 

久保富士子君          桑原 勝広君 

眞鍋  博君          中武 良雄君 

後藤 和実君          中竹 義一君 

甲斐 政治君                 

────────────────────────────── 

○９月９日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○９月13日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和６年 第６回（定例）木 城 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和６年９月６日（金曜日） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議事日程（第１号） 

                         令和６年９月６日 午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

      １）議長の諸般の報告 

        ①議長の会務報告 

        ②例月現金出納検査結果の報告 

        ③議員派遣の報告 

      ２）町長の行政報告 

        ①町長の政務報告 

        ②報告第６号 令和５年度健全化判断比率について 

        ③報告第７号 令和５年度資金不足比率について 

      ３）その他の行政報告 

        ④報告第８号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等につ

いて 

 日程第４ 議案第52号 令和５年度木城町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第５ 議案第53号 令和５年度木城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第６ 議案第54号 令和５年度木城町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第７ 議案第55号 令和５年度木城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 議案第56号 令和５年度木城町簡易水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 日程第９ 議案第57号 令和５年度木城町下水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 日程第10 議案第58号 令和５年度木城町簡易水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 日程第11 議案第59号 令和５年度木城町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 日程第12 議案第60号 木城町個人情報保護法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第13 議案第61号 木城町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第14 議案第62号 令和６年度木城町一般会計補正予算（第４号） 
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 日程第15 議案第63号 令和６年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第16 議案第64号 令和６年度木城町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第65号 令和６年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第18 議案第66号 令和６年度木城町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第19 議案第67号 令和６年度木城町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第20 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第21 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第22 決算審査報告 

 日程第23 決算審査特別委員会の設置及び委員の選任 

 日程第24 委員会付託の省略 

 日程第25 議案に対する質疑 

 日程第26 各常任委員会・特別委員会議案審査付託 

 日程第27 散会 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

      １）議長の諸般の報告 

        ①議長の会務報告 

        ②例月現金出納検査結果の報告 

        ③議員派遣の報告 

      ２）町長の行政報告 

        ①町長の政務報告 

        ②報告第６号 令和５年度健全化判断比率について 

        ③報告第７号 令和５年度資金不足比率について 

      ３）その他の行政報告 

        ④報告第８号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等につ

いて 

 日程第４ 議案第52号 令和５年度木城町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第５ 議案第53号 令和５年度木城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 
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 日程第６ 議案第54号 令和５年度木城町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第７ 議案第55号 令和５年度木城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 議案第56号 令和５年度木城町簡易水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 日程第９ 議案第57号 令和５年度木城町下水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 日程第10 議案第58号 令和５年度木城町簡易水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 日程第11 議案第59号 令和５年度木城町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 日程第12 議案第60号 木城町個人情報保護法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第13 議案第61号 木城町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第14 議案第62号 令和６年度木城町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第15 議案第63号 令和６年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第16 議案第64号 令和６年度木城町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第65号 令和６年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第18 議案第66号 令和６年度木城町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第19 議案第67号 令和６年度木城町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第20 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第21 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第22 決算審査報告 

 日程第23 決算審査特別委員会の設置及び委員の選任 

 日程第24 委員会付託の省略 

 日程第25 議案に対する質疑 

 日程第26 各常任委員会・特別委員会議案審査付託 

 日程第27 散会 

────────────────────────────── 

出席議員（９名） 

１番 矢野 哲也君       ２番 荒川  浩君 

３番 久保富士子君       ５番 桑原 勝広君 

６番 眞鍋  博君       ７番 中武 良雄君 

９番 後藤 和実君       10番 中竹 義一君 

11番 甲斐 政治君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 
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欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 三隅 秀俊君   議事調査係長 廣瀬 孝一君 

書  記 日髙 真衣君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長          半渡 英俊君   副町長         萩原 一也君 

教育長         恵利 修二君   総務財政課長      小野 浩司君 

会計管理者       長友 三保君   地域政策課長      壱岐 和寿君 

環境整備課長      長友  渉君   教育課長        谷岡  潔君 

税務課長        平野 大輔君   福祉保健課長      西田 誠司君 

町民課長        黒木 宏樹君   産業振興課長      藤井  学君 

代表監査委員      桑原 正憲君                      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時00分開会 

○事務局長（三隅 秀俊君） 皆様、おはようございます。 

 議会の開会に先立ち、ご案内いたします。スマートフォンや携帯電話をお持ちの方はマナー

モードにされるか、電源をお切りくださるようお願いいたします。いま一度ご確認ください。 

 なお、本定例会はクールビズ対応としております。 

 それでは、皆様、ご起立ください。一同、礼。ご着席ください。 

○議長（甲斐 政治） おはようございます。定刻になりました。 

 ただいまの出席議員は９名です。 

 ただいまから、令和６年第６回木城町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 令和６年第６回木城町議会定例会の会期日程予定表及び本日の議事日程については、９月２日

に開催いたしました議会運営委員会で協議の上、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（甲斐 政治） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、７番、中武良雄君、９番、後藤和実君

を指名いたします。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（甲斐 政治） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月１３日までの８日間にいたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月１３日

までの８日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（甲斐 政治） 日程第３、諸報告を行います。 

 これより、議長の諸般の報告について、議長の会務報告、例月現金出納検査結果の報告、議員

派遣の報告を行います。 

 まず、議長の会務報告を行います。 

 別紙、議長の会務報告により、主なものを報告いたします。 

 では、６月定例会以降の会務について報告をいたしたいと思います。 

 ７月２日、宮崎県森林・林業活性化議員連盟連絡会議が宮崎市で行われまして、総会では、役

員改選、令和５年度の事業報告、決算、令和６年度の事業計画、予算の承認が行われました。 

 同日、同会場にて西都児湯森林・林業・林産業活性化議員連盟連絡会議役員会、総会がありま

した。令和５年度事業報告、決算、６年度事業計画、予算が承認されました。この会議には、中

武産文委員長、後藤議員も参加をしております。 

 次に、６月１２日、一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団理事会が開催をされております。

７月１２日でした。すみません。これでは水道企業団の委員の選任が行われ、西都市市議会議長

の荒川敏満氏を同意したところであります。 

 同日、児湯郡（市）町村議会議長会議員研修が川南町で行われました。前日南市市長崎田恭平

氏の講演と懇親会が行われました。分かりやすく機知に富んだ講演でした。エビデンス、根拠、

証拠を基にした一般質問の在り方も興味深い内容でありました。 

 ７月１９日、令和６年度高速自動車国道建設促進宮崎県期成同盟会総会が、宮崎市の宮崎観光

ホテルで行われました。令和５年度の事業報告、決算、６年度の事業計画、予算の承認と役員改

選が承認されたところであります。また、東九州自動車道や九州中央自動車道のミッシングリン

ク解消や、暫定２車線区間の４車線化に向けた財源確保などを求める決議を採択いたしました。 

 同日、宮崎県防衛議員連盟連絡協議会が行われましたが、県内２６市町村の議員のうち
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７２.３％が加入した全国的に珍しい組織だそうであります。当日は約４０人の議員が参加いた

しまして、近年悪化する安全保障を踏まえ、国防の思想や啓発活動、諸活動への協力を誓い、陸

上自衛隊第８師団の青木伸一師団長が、安全保障環境のテーマで講演があったところであります。 

 ７月２５日、令和６年度県道東郷西都線整備促進期成同盟会総会が美郷町で行われております。

令和５年度の事業報告、決算の承認、令和６年度の事業計画、予算の承認、決議文の採択をいた

しました。その後、西都、児湯、日向各土木事務所の説明があり、高鍋土木事務所の予算は２億

４,０８６万３,０００円が計上されているということでありました。 

 ８月１日、宮崎政経懇話会６会場合同特別講演会が宮崎観光ホテルで行われております。株式

会社スズノブ代表取締役西島豊造氏による、消費者に求められるお米のテーマで講演を拝聴いた

しました。宮崎市のコシヒカリについては厳しいご意見でありました。これから、流通を遅らせ

ても太らせた粒の大きい米を出荷したほうが全体的に評価が高くなるとの論評でありました。 

 ８月１５日、令和６年度木城町戦没者供養祭が行われております。全員参加をしております。

社会福祉協議会会長、遺族会会長、ほか多くのご参加をいただき、厳粛に行われました。終戦か

ら７９年を迎える今日、悲惨な戦争の歴史とその教訓を後世に継承していくことは、今を生きる

私たちの使命だと改めて誓ったところであります。 

 ８月２３日、木城町シルバー人材センター要望活動に町長と同席いたしました。会員数が伸び

ない中、今年の暑さもあり、厳しい状況であるとの説明でした。町長より、情報機関や周辺町と

の連携も考慮すべきではないかというようなご助言がありました。 

 ８月２４日、宮崎県消防操法大会がございまして、本町から小型ポンプ積載車操法で第４部が

出場いたしまして、９支部がエントリーし、エントリーした中で３位の成績でした。暑い中、団

員たちの活躍に感謝したところであります。 

 ８月２７日、児湯郡（市）町村議会議長会、県知事、県議会議長への要望活動を行っておりま

す。河野知事、浜砂県議会議長に各町村の課題を直接手渡して懇談をいたしました。本町はこれ

まで、高城橋の架け替えを要望してきたところですが、毎年補修や塗装の長寿命化対策を実施し

ていただいており、今回は都農綾線、切原川に架かる谷瀬戸橋の改良を要望したところでありま

す。知事からは、今回の地震を踏まえ、検討したいというお言葉でありました。 

 以上であります。 

 以上で議長の会務報告を終わります。 

 次に、例月現金出納検査の結果の報告については、別紙がお手元に配付してありますので、こ

れにより報告に代えます。 

 次に、議員派遣の報告を行います。 

 会議規則第１２７条第１項の規定により、議員派遣された件は、別紙、議員派遣の報告のとお
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りでありますが、報告書１番、宮崎県森林・林業活性化議員連盟連絡会議令和６年度役員会、総

会の件、報告書２番、西都児湯森林・林業・林産業活性化議員連盟連絡会議役員会、総会の件、

報告書３番、児湯郡（市）町村議会議長会議員研修会の件、報告書５番、令和６年度高速自動車

国道建設促進宮崎県期成同盟会総会の件、報告書６番、令和６年度県道東郷西都線整備促進期成

同盟会総会の件、報告書７番、児湯郡（市）町村議会議長会県庁要望活動の件については、先ほ

どの議長の会務報告の中で報告いたしましたので省略いたします。 

 報告書４番、宮崎県町村議会議長会議会運営委員会正副委員長研修会の件について、９番、後

藤和実君の登壇報告を求めます。９番、後藤和実君。 

○議員（９番 後藤 和実君） 宮崎県町村議会議長会議会運営委員会正副委員長研修会の報告を

いたします。議会運営委員長、副委員長研修報告をいたします。 

 日時は、令和６年７月１８日、自治会館で開催されました。参加者は私、矢野副委員長とそし

て三隅局長であります。演題は、議会運営委員会所管事項についてと題して、新潟県立大学国際

地域学部准教授であります田口一博氏の講演でありました。 

 内容は、議会の運営に関する事項、議会会議規則や条例に関する事項、議長の諮問に対する事

項、議会の招集について、議員の成り手不足、議員報酬についてでありました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（甲斐 政治） ９番、後藤和実君の報告が終わりました。 

 以上で、議員派遣の報告が終わりました。 

 これで、議長の諸般の報告を終わります。 

 次に、町長の行政報告を行います。 

 まず、町長の政務報告について、次に、報告第６号、令和５年度健全化判断比率について、報

告第７号、令和５年度資金不足比率について、登壇の上、町長の報告を求めます。町長。 

○町長（半渡 英俊君） 本日、令和６年第６回木城町議会定例会を招集いたしましたところ、議

員各位には、台風一過、暑さも一段落しました中にご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 日頃から議員の皆様には、小さくてもキラリと光る町づくりにご理解、ご支援、ご助言をいた

だいておりますことに、心から感謝を申し上げます。 

 本定例会におきましては、決算認定案６件、未処分利益剰余金処分２件、条例案２件、補正予

算案６件、諮問２件、合わせまして１８件の付議事件のご審議をお願い申し上げますとともに、

報告を３件させていただきます。ご審議くださいまして、議決を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、政務報告の前に６点報告をさせていただきます。 

 １点目は、過去最強に近いクラスの台風１０号に対する対応及び現時点での被害状況でありま



- 9 - 

す。 

 初めに、今回の台風により被災されました皆様に謹んでお見舞いを申し上げますとともに、一

日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。 

 木城町におきましては、８月２６日から、予防防災の観点から、コスモス通信等により早めの

備えなどの啓発を行いました。２８日午前１０時に災害対策会議を開催し、あわせまして、情報

連絡本部を設置いたしました。午後３時に災害警戒本部に移行し、警戒レベル３の高齢者等避難

情報の発令と４か所の避難所を開設いたしました。２９日午前１時に土砂災害警戒情報が発表さ

れたことに伴い、災害対策本部に移行し、午前６時に町内全域に警戒レベル４の避難指示を発令

いたしました。３０日午前４時に土砂災害警戒情報が解除されたことに伴い、避難指示を解除し、

災害対策本部から情報連絡本部に移行いたしました。その後、大雨警報が解除になったことから、

午後５時に情報連絡本部を解散いたしました。 

 次に、被害状況でありますが、町道、農道、林道はじめ道路関係では、土砂の洗い出し、倒木、

崩土等ありましたが、公共災害に該当する被害はありませんでした。また、農業関係では、飼料

稲、飼料トウモロコシの倒伏、ニンジン等のまき直しなどありましたが、大きな被害とはなって

おりません。農地・農業用施設では、水路、田ののり面崩壊などがあり、そのうち１か所は災害

復旧事業で早期復旧を図ってまいります。その他、突風による被害もなく、総体的には大きな被

害はありませんでした。 

 今回、排水ポンプを設置いたしました重木樋門を初めて運用し、排水をいたしました。近くの

町民からも安心の声をいただき、スムーズに樋門管理ができたことを報告いたします。 

 なお、ふるさと振興協会の粋な計らいにより、町民には湯ららが３１日及び９月１日の２日間、

無料で開放していただきました。まさに癒やしの湯、湯ららです。感謝を申し上げたいと思いま

す。 

 ２点目は、６月２８日付で原告久保富士子氏より被告木城町長半渡英俊に対して、損害賠償請

求事件の訴状が宮崎地方裁判所に提出されました。内容は、町議会及び町議会議長がその権限を

逸脱して違法な懲罰処分等をなしたことに対する精神的苦痛と、これに対する慰謝料総額

１７６万円を請求するというものであります。 

 穏やかな町木城町、そして町制施行５０周年を迎え、次の５０年に向けてよりよい町づくりの

種をまいている最中でありますので、じくじたる思いがしております。町政に対する不信感や信

頼感を揺るがすものでありますので、町政の最高責任者として、このような事態になったことを、

町民にはこの場をお借りし深くおわび申し上げます。 

 なお、町といたしましては、訴訟代理人弁護士に近藤日出夫弁護士、近藤央国弁護士、松岡孝

浩弁護士にお願いし、粛々と対応してまいります。第１回口頭弁論は８月２８日に行われ、第



- 10 - 

２回目は１０月２日にウェブ方式で行われる予定となっております。 

 ３点目以降は明るい話題であります。 

 ３点目は、台湾との木城町海外派遣事業で台北市立建成国民中学との交流事業であります。今

回、みどりの杜木城学園と建成国民中学と姉妹校提携協定を締結いたしました。今後、生徒及び

教職員の文化交流を通じまして、両校の教育力を高めていくとともに、日本と台湾の文化と歴史

の相互理解を深めてまいります。さらには、現在、駐福岡台湾総領事館を通じて、台湾南部の町

との姉妹都市交流の検討をしております。 

 ４点目は、今年の夏は命に関わる危険な暑さの連続でありましたが、猛暑に負けず、木城学園

の子供たちが学力面、運動面で大活躍をしてくれました。学力面では、全国学力学習状況調査に

おいて、６年生は、国語が県平均並み、算数は県平均を上回っております。９年生は、国語、数

学とも県平均を上回っており、いずれも好成績でした。また、県主催の９年生の英語テストも県

平均を上回っております。運動面では、ソフトテニスの個人戦で稲田・河野ペアが県大会ベスト

４、柔道の甲斐選手が県大会２位、陸上では６名、剣道１名が県大会に出場いたしましたが、惜

しくも予選突破はなりせんでした。 

 なお、８月１９日、鹿児島市で行われました第３７回全九州硬式少年野球大会において、高鍋

リトルシニアが優勝しております。このチームには木城学園の生徒が４名在籍し、出場しており

ます。 

 ５点目は、６年ぶりに開催されました第４０回宮崎県消防操法大会において、東児湯支部代表

として出場いたしました第１分団第４部が、小型ポンプ積載車の部で、本町では初めてとなる第

３位に輝きました。点数は８３点。第２位が８４点、優勝が８７点でしたので、わずか４点差で

あります。しかも、操法タイムは５３.０６秒で一番速いタイムでございました。東児湯支部及

び木城町の操法技術レベルの高さと木城町の存在感をアピールしていただいたことに、誇りを持

って感謝をいたします。 

 ６点目は、故長友和吉様が預託されました文化財問題の件であります。このことにつきまして

は、定例会ごとに政務報告の中で報告をさせていただいております。６月議会定例会以降の経過

等でありますが、６月議会定例会で報告したことと変わりはありません。 

 それでは、６月議会定例会以降の町長の政務について、お手元の政務報告により報告させてい

ただきます。 

 １ページをご覧ください。 

 初めに、６月１３日、議会終了後に九州医療科学大学を表敬訪問し、今年度の連携事業の取組

をお願いいたしました。池ノ上学長、兒玉学長顧問、川崎教授と、今年度の子育て支援事業、地

域福祉・包括的支援事業について意見交換させていただきました。九州保健福祉大学は、４月
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１日から九州医療科学大学に名称を変えられましたが、木城町とはよきパートナーとして、

２０１６年、平成２８年度から地域福祉・子育て支援事業などの包括的連携事業に取り組んでい

ただいております。 

 次に、２０日でございますが、宮崎県治山林道協会の第１２期定時総会が開催され、災害に強

い林道等の路網整備の強力な推進と、民有林治山事業の確保による緑の国土強靱化の推進を図っ

ていくことになりました。 

 なお、役員改選が行われ、会長には引き続き日之影町の佐藤貢町長、空席でした副会長には不

肖私が選任をされたところであります。副会長の職責を果たすことはもちろんのことであります

が、公益事業の採択や木城町のアピールなど、発信や発言の機会を得られたことに、大変誇りに

思っているところであります。 

 次に、２２日です。より多くの方々に参加していただきたい、見ていただきたいという思いか

ら、趣向を変えて木城町消防フェスタとして開催予定でありましたが、悪天候のため、従来どお

りの大会となったところであります。小型ポンプ積載車操法の部は審査を行い、小型ポンプ操法

及び自動車ポンプ操法の部は技術発表として実施いたしました。小型ポンプ積載車の部で優勝さ

れた第４部が東児湯支部代表として県大会に出場し、３位に輝いたところであります。 

 次に、２４日です。九州電力株式会社宮崎支店と包括的連携協定を締結いたしました。町制施

行５０周年を迎え、次の５０年に向けて、自然の豊かさを生かし、地域再生と小さくてもキラリ

と光る町づくりに挑戦実行しているところであり、さらには木城町ゼロカーボンシティ宣言を行

っております。そこで、今回の包括的連携協定により、環境・景観・地域脱炭素に関する取組が

計画的かつ着実に推進していくものと期待しているところであります。さらには、観光振興、防

災・災害支援、移住定住、産業振興に関することなど、幅広い分野でのご指導、ご助言、ご支援

を賜りたいと思っております。 

 次に、２７日です。地域おこし協力隊員５名による活動報告会があり、山下さんには移住定住

コンシェルジュの活動、石橋さんは世代間交流福祉館かしのみの運営、山本夫妻には有機農業の

推進、黒木さんは魅力創出コーディネーターとしての観光推進活動について、それぞれ発表して

いただきました。地域おこし協力隊よし、地域よし、地方公共団体よしという三方よしのすばら

しい地についた取組を発表していただきました。 

 次に、２９日でございますが、昨年に引き続き、木城町ふるさと振興協会主催によるここＫＯ

Ｎマルシェｉｎ木城町が町体育館及びリバリス駐車場で開催されました。キッチンカー、アクセ

サリーや雑貨などを取り扱うマルシェなど、ふだんの祭りとは違うイベントでありました。木城

の隠れた魅力の発信はもとより、子供たちに夢を与えるイベント、そして木城町が元気になるイ

ベントとして発展していっていることをうれしく思っております。 
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 ２ページをご覧ください。 

 次に、７月３日上京し、全国山村振興連盟の理事会において、令和７年度山村振興関連予算・

施策に関する要望書の取りまとめを行いました。あわせまして、来年３月末に現行の山村振興法

が期限を迎えることから、山村地域が抱える問題点を踏まえつつ内容を充実して、山村振興法を

延長する特別要望書に関する協議を行いました。 

 なお、空き時間を見て、中之又地区の地域再生に支援いただいております一般財団法人地域総

合整備財団ふるさと財団を表敬訪問いたしました。 

 次に、８日です。児湯郡町村会会長の私と西都市長合同で、西都児湯医療センターに係る医師

確保について、県福祉保健部長と宮崎大学医学部附属病院長に対して要望活動を行いました。 

 次に、９日です。宮崎県町村会として県知事に対面方式で、令和７年度県の予算編成及び施策

に関して、２１項目の要望をいたしました。特に、１点目に人口減少、人材確保について、２点

目に少子化対策と子育て政策の推進について、３点目に国スポ大会の円滑な準備について要望を

いたしたところであります。 

 １６日には、第５回木城町議会臨時会を招集し、定額減税の非課税世帯への給付金支給と、損

害賠償請求事件の訴訟手続に伴う弁護士費業務委託費等に係る一般会計補正予算を審議していた

だき、原案のとおり可決いただきました。 

 次に、宮崎県町村会による県選出国会議員に対する要望活動及び公有林野全国協議会総会のた

め、１７日から１９日まで上京いたしました。１７日には、県選出国会議員に対しまして対面方

式で、令和７年度政府予算編成及び施策に関して２０項目の要望をいたしました。特に、１点目

に人口減少、人材確保について、２点目に少子化対策と子供・子育て政策の推進について、３点

目に農業対策の充実強化について、４点目に畜産対策の推進について要望し、意見交換をさせて

いただきました。また、高速道路をはじめとする交通インフラにご尽力いただいております、国

交省出身で副知事経験者の内田欽也都市局長、鎌原宜文官房審議官両氏を表敬訪問し、さらなる

ご支援をお願いいたしました。 

 １８日には、公有林野全国協議会の理事会、総会が開催され、宮崎県町村会を代表して出席い

たしました。公有林野全国協議会は、公的主体による森林整備や施業集約化を核として、必要な

予算を確保し拡充していくため、森林環境譲与税の活用方策や公有林野事業推進をしているとこ

ろであります。 

 次に、２３日でございますが、木城町における国スポ・障スポ準備実行委員会を開催いたしま

した。令和９年度の宮崎大会に向けて鋭意準備を進めてまいります。木城町では、正式競技のス

ポーツクライミングのリハーサル大会を６月に、本大会を１０月に開催いたします。公開競技の

エアロビックは８月に、デモンストレーションスポーツのエンジョイエアロビックは６月に開催
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することになっております。なお、開催場所は町グラウンド及び町体育館であります。 

 次に、２４日でございますが、小野総務財政課長、木城学園の小嶋校長と共に台北駐福岡経済

文化弁事処を表敬訪問いたしました。総領事公邸では陳銘俊総領事と面談し、みどりの杜木城学

園の海外派遣受入れ等についてお礼を申し上げ、さらなる木城町とのパートナーシップの確認を

させていただきました。 

 なお、７月３１日から８月３日まで、みどりの杜木城学園の生徒２０名が国民学校と交流を行

っております。あわせまして、みどりの杜木城学園と建成中学と姉妹校連携協定を締結している

ところであります。 

 次に、２５日でございますが、県道東郷西都線整備促進期成同盟会総会が美郷町で開催され、

甲斐議長と共に出席いたしました。知事、県議会議長、県土整備部長に対しまして、１点目に松

尾工区、松尾ダム工区、鹿遊工区、平原工区の早期完成、２点目に尾鈴橋付近及び松尾トンネル

付近など未改良区間の早期整備、３点目に事業費の十分な財源確保と道路整備予算の確保につい

て要望することになったところであります。 

 ３ページをご覧ください。 

 次に、２６日でございますが、知事との本音トークが開催され、１１名の参加者が木城町の将

来像と直面する課題を知事と意見交換いたしました。トーク終了後、河野知事には、小中一貫の

義務教育学校のみどりの杜木城学園と、有機農業実践農家の小泉農園を視察していただきました。 

 次に、８月１日から２日まで、九州電源地域連絡協議会会長の福岡県中間市長の福田市長と副

会長の私で、福岡の九州経済産業局並びに本省の資源エネルギー庁及び内閣府に赴き、要望活動

を行いました。現行の補助事業の交付対象要件の緩和と弾力的な運用、関連補助金の重点配分と

優先採択等を要望いたしたところであります。世界的にエネルギー事情が厳しい中、九州の電源

地域が果たすべき役割はますます重要になっていると認識しております。そこで、安定した電力

供給を目指し、地域振興と住民福祉の向上に尽力してまいります。 

 次に、８月５日、６生産者から２４頭の出品を得て、第４０回木城町肉牛枝肉共励会を開催い

たしました。グランドチャンピオンは３年ぶりに篠原智和さんが受賞されました。飼料や資材、

燃油の高騰、防疫対策、さらには子牛価格の下落と枝肉価格の低迷など大変なご苦労があること

とは思いますが、生産者の皆さんが希望を持って継続して良質な肉牛を生産されますよう、引き

続き応援、支援をしてまいります。 

 次に、６日から７日まで、九州電力株式会社本店及び台北駐福岡経済文化弁事処を、恵利教育

長及び小野総務財政課長と共に表敬訪問いたしました。九州電力本店におきましては、橋本副社

長、平峯常務執行役員、濱田電源地域コミュニケーション部長と面会し、５０周年記念式典参列

のお礼と、６月２４日に締結いたしました地域振興に関する協定の実効性の確保等について意見
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交換させていただきました。台北駐福岡経済文化弁事処におきましては、陳銘俊総領事と面会し、

台北市と建成国民中学との海外交流派遣事業についてのお礼と、台湾と木城町のさらなる友好関

係、親善促進について意見交換したところであります。 

 次に、８日でございますが、午後４時４３分、日向灘沖を震源とするマグニチュード７.１、

木城町では震度４の地震が発生したところであります。発生時刻と同時に情報連絡本部を設置し、

情報収集等に当たりました。幸いに、先ほど報告しましたように、人的被害もなく、そして大き

な被害もありませんでした。気象庁におきましては、この地震を受けて、初めてとなります南海

トラフ地震臨時情報を発表されたところであります。 

 なお、１５日午後５時に南海トラフ地震臨時情報が解除され、情報連絡本部も解散いたしまし

た。 

 次に、９日でございますが、旧江藤医院保存・利活用事業「事業計画書作成業務委託」の公募

型プロポーザル審査会を行いました。参加業者は、都城市の創宮株式会社と福岡県福岡市の株式

会社つぎと九州の２社。プロポーザル審査会における審査の結果、創宮株式会社が最優秀提案者

となりました。 

 午後からは、宮崎県企業立地推進局の児玉局長、町議会の眞鍋副議長の立会いをいただきまし

て、株式会社新生工業及び株式会社みやざきサンミート季穣と企業立地協定を締結いたしました。

なお、両社とも宮崎県の企業立地認定を受けております。今後、両社が本町の経済活性化と雇用

創出につながるよう、経営力の強化と地域活性化に向けて県と共に支援、応援してまいります。 

 ４ページをご覧ください。 

 次に、１５日でございますが、城山忠魂碑前で木城町戦没者慰霊祭を行いました。春夏秋冬、

季節の訪れは変わりありませんが、終戦７９年、戦後は年ごとに遠くなってきていることを実感

いたします。ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとパレスチナの紛争など世界の緊張が高

まっている中、戦災を通じて学び得た教訓を次の世代に伝え、恒久平和を築くために努力してい

くべきものと思っております。 

 次に、２３日でございますが、商工会の合同研修会において、これからの地域づくりと商工業

振興についてというテーマでお話をさせていただきました。今がよければいいというわけではな

く、次の世代が現在よりも豊かで暮らしていくために何をなすべきかという問いかけをしながら、

小さくてもキラリと光る町づくりの種をまいていくことを申し上げたところであります。また、

商工業の振興につきましては、近江商人の三方よし、売り手よし、買い手よし、世間よしに加え

まして、作り手よし、地域よし、未来よしという六方よしの思いの下で、木城町の経済団体とい

うだけではなく、元気団体として充実発展していただきたいと申し上げたところであります。 

 なお、喫緊の懸念課題であります担い手、後継者などの人材確保につきましては、株式会社ラ
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イトライトと締結したことを紹介し、事業承継制度を活用していただきたい旨を申し上げたとこ

ろであります。 

 次に、２６日でございますが、農林水産省の農村研修生として農産局の渡邉八雲さんが表敬来

庁されました。田神の篠原智和さんの農場で９月２２日まで住み込みで実習されます。 

 なお、２７日から９月２日までの公務につきましては、台風１０号の影響で全て延期となって

おります。 

 その他の用務につきましては、お手元の政務報告書でご確認いただきますよう申し上げまして、

町長の政務報告を終わらせていただきます。 

 続きまして、報告第６号から報告第７号について、町長の行政報告をいたします。 

 なお、その他の行政報告であります報告第８号につきましては、教育長のほうから報告いたさ

せます。 

 初めに、報告第６号。報告第６号は、令和５年度健全化判断比率についてであります。地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、監査委員の意見を付して報告す

るものであります。実質公債費比率は３.１％となっており、早期健全化基準の２５％を下回っ

ております。 

 なお、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字がないため算定されません。また、将来負

担比率も、将来負担額を充当可能財源等が上回るため算定されません。 

 次に、報告第７号。報告第７号は、令和５年度資金不足比率についてであります。地方公共団

体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、監査委員の意見を付して報告する

ものであります。木城町簡易水道事業会計並びに木城町下水道事業会計とも資金不足はありませ

ん。 

 以上で、町長の行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（甲斐 政治） 町長の行政報告が終わりました。 

 次に、その他の行政報告を行います。 

 報告第８号、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等について、登壇の上、

教育委員会教育長の報告を求めます。教育長。 

○教育長（恵利 修二君） 失礼いたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、令和５年度の教育に

関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等について報告をいたします。 

 さて、評価等報告書の１ページをご覧ください。その１ページ以下にありますように、点検・

評価の考え方や、及び点検・評価の項目、点検・評価の基準に沿って行った各項目の評価結果を

基に、第三者の教育委員会評価等委員の意見を求め、各項目ごとに理由を記述しております。 
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 それでは、令和５年度の教育委員会評価がＡ評価であったり、それが変わったところ、または

Ｂ評価及び新たな取組を中心に報告させていただきます。 

 報告書３ページをご覧ください。中項目（５）の小項目①研修会への参加がＡ評価になってお

ります。これは、４年ぶりに児湯地方教育委員会連絡協議会の研修会を開催し、参加することが

できたことからＡ評価となっております。 

 同じく３ページをご覧ください。中項目（７）の小項目③義務教育学校みどりの杜木城学園開

校に伴う各種行事の実施がＡ評価となっております。開校宣言式、開校記念式典、新校舎見学会

等の学校開校に伴う各種行事を滞りなく実施することができたことから、Ａ評価となっておりま

す。 

 また、４ページをご覧ください。中項目（９）教科用図書の採択の決定につきましては、児湯

採択地区協議会の選定に基づき小学校の教科用図書の採択を行うことができたことから、Ａ評価

となっております。 

 次に、５ページをご覧ください。中項目（１０）通学区域を設定し、また変更することにつき

ましては、校舎解体工事に伴い、安全面に配慮して学校が一時的に通学路の変更を行ったことか

らＡ評価となっております。 

 次に、同じページの中項目（１３）その他の重要と認める事項につきましては、２つ目の中点

で、研究助成に基づき学校職員の研究発表を行うことができたことを含め、Ａ評価となっており

ます。 

 続きまして、７ページをご覧ください。中項目（１）の小項目⑤教育環境の整備と学校施設の

充実につきましては、中点の一番上で、旧小中学校の校舎を解体し、次年度の義務教育学校外構

整備工事へ向けての準備を行ったことから、Ａ評価となっております。 

 次に、８ページをご覧ください。中項目（２）の小項目①生涯学習の推進で、２つ目の中点、

生涯学習のつどい大会と町制施行５０周年記念式典と共催で実施し、表彰や記念講演、実践発表

等を行い、町民の参加を得たことや、または最後の中点で、自治公民館、広報紙「結いの心」や

生涯学習情報紙「いぶき」を掲載し、広報ＰＲを行ったことからＡ評価となっております。 

 次に、９ページをご覧ください。同じく（２）の小項目②社会教育の推進の４つ目の中点です

が、地域担当職員制度についての課題があり、Ｂ評価となっております。一方、その上の中点で

は、それまでコロナ等で実施できなかった人権関係講座を実施できております。 

 同じく９ページ、小項目③青少年教育の推進について、一番下の中点で、幼児期の心の育成や

読書に関心を深めるために、リバリス図書館にて絵本の読み聞かせを実施した等の取組からＡ評

価となっております。 

 さらに、小項目④社会教育施設及び体育館施設の活用と整備充実について、総合交流センター
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リバリス屋外掲示板設置工事、農業者トレーニングセンター駐車場整備工事等を行ったほか、え

ほんの郷と連携した図書まつりを開催したことからＡ評価となっております。 

 次に、１０ページをご覧ください。中項目（２）の小項目⑤芸術文化の振興と文化遺産の保護

の６つ目の中点ですが、文化財処分問題についても進展が見られないことからＢ評価となってお

ります。 

 一方では、小項目⑤の５つ目の中点では、中之又地区の民具を展示して木城学園の学習の活用

をし、最後の中点にありますように、国指定重要無形民俗文化財中之又神楽の国立能楽堂公演の

１１月公演に向けた準備等に取り組んだことにつきましては、評価をいただいております。 

 最後に、１１ページ、中点、（２）、小項目⑥の生涯スポーツの振興においては、３つ目の中

点ですが、宮崎県市町村対抗駅伝競走大会に参加して、昨年度より大幅にタイムを縮め、すばら

しい力走ぶりだった。また、５つ目の中点で、例年行っております新春ジョギング大会に加え、

町制施行５０周年記念としてハーフマラソン大会を行い、有森裕子さんにおいでいただき、町民

や参加者の健康増進や親睦と融和を図ることができました。また、その下の中点では、同じく町

制施行５０周年事業で、夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会を開催することで、町民の健康増

進と親睦と融和を図ることができました。さらに、最後の中点で、第８１回国民スポーツ大会に

向けて木城町準備委員会を立ち上げ、機運醸成や啓発活動を行い、準備が進んだことからＡ評価

となっております。 

 まとめとしまして、１２ページは、評価委員の方々によります総合評価をいただき、取りまと

めております。実施内容等につきましては、継続的に取り組んでほしい。例えば義務教育学校に

ついては、引き続き多方面からの支援をお願いしたいというような、全体的には評価と理解をい

ただいたところであります。さらに、ご意見やご提言を今後の教育委員会の管理運営や新たな取

組、授業の改善に反映させていきたいと思っております。さらに工夫し、充実した学校教育、社

会教育活動が実施できますよう努めてまいりますとともに、昨年度４月開講しました義務教育学

校の教育活動を、他に誇れるような充実したものになるよう邁進してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で終わります。 

○議長（甲斐 政治） その他の行政報告が終わりました。 

 これで、諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第５２号 

日程第５．議案第５３号 

日程第６．議案第５４号 
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日程第７．議案第５５号 

日程第８．議案第５６号 

日程第９．議案第５７号 

日程第１０．議案第５８号 

日程第１１．議案第５９号 

日程第１２．議案第６０号 

日程第１３．議案第６１号 

日程第１４．議案第６２号 

日程第１５．議案第６３号 

日程第１６．議案第６４号 

日程第１７．議案第６５号 

日程第１８．議案第６６号 

日程第１９．議案第６７号 

日程第２０．諮問第２号 

日程第２１．諮問第３号 

○議長（甲斐 政治） 次に、議案上程を行います。 

 提出されました日程第４、議案第５２号から日程第２１、諮問第３号に至る議案については、

朗読は省略し、町長から一括して提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（半渡 英俊君） 提案理由を申し上げます。 

 ただいま上程いただきました、議案第５２号から議案第６７号及び諮問第２号から諮問第３号

に至る１８件の付議事件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。 

 初めに、議案第５２号。議案第５２号は、令和５年度木城町一般会計歳入歳出決算認定につい

てであります。 

 令和５年度決算説明資料１ページをご覧ください。決算説明資料であります。決算説明資料

１ページをご覧ください。 

 令和５年度は、令和３年度から令和４年度の継続事業として実施いたしました、義務教育学校

校舎建設事業の完了に伴う反動減により決算額は減少したものの、旧木城小中学校校舎解体工事

等の学校周辺整備事業、令和４年度からの繰越事業であります令和４年台風１４号に伴う災害復

旧事業、大規模かつ重大な災害が発生した場合における住民生活の再生等を進めるためのくらし

の再生基金の創設、消防団第６部機庫改築事業、令和６年度に繰り越しております川原交流拠点

施設整備事業、そして、エネルギー、食料品価格等の物価高騰に伴う重点支援事業、中之又地区

の地域再生に向けた取組や有機農業の推進など、重要な政策課題や社会情勢の変化に対応した施
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策を実施しています。 

 一般会計決算につきましては、令和５年。 

○議長（甲斐 政治） すみません。ページが分からないです。 

 資料が、皆さん分かりますか。木城町公営企業会計決算書の前の分です。議案第５６号の前の

やつです。 

 暫時休憩します。 

午前９時54分休憩 

------------------------------------------------------------- 

午前９時56分再開 

○議長（甲斐 政治） 引き続き会議を開きます。よろしくお願いします。 

○町長（半渡 英俊君） それでは、続きから報告させていただきます。 

 一般会計決算につきましては、令和５年度も収支の均衡は取れましたが、町税の減少や社会保

障費の増加など、将来の財政の硬直化が予想されることから、これまでどおり財政健全化に努め、

住民ニーズに適切に対応した福祉向上と地域の発展、教育の充実、農林業活性化などを図りなが

ら行財政運営を進めたところでございます。 

 令和５年度の現年度分に係る当初予算は４７億８,３００万円でしたが、補正予算等を含めた

最終予算は６９億２,３５０万６,０００円となり、前年度予算額７８億２,３２６万４,０００円

と比較しますと、１１.５％減の予算規模となりました。 

 この予算に対し、決算額は歳入５８億９,３８９万２,０００円、歳出５１億８,９１７万

７,０００円で、翌年度に繰越しすべき財源４億９,６１０万円を差し引いた実質収支額は２億

８６１万５,０００円となりました。 

 なお、歳入歳出の状況につきましては、別紙説明資料２ページから９ページのとおりでありま

す。 

 次に、議案第５３号。議案第５３号は、令和５年度木城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定についてであります。 

 令和５年度決算説明資料１０ページ及び１１ページをご覧ください。 

 令和５年度決算は、歳入６億６,６２０万８,０００円、歳出６億４,３６７万１,０００円で、

差引き２,２５３万７,０００円の実質収支額となりました。 

 歳入は、県支出金４億６,８０８万６,０００円で７０.３％、国民健康保険税１億１,６０８万

８,０００円で１７.４％、繰入金６,９３３万６,０００円で１０.４％の順となっております。 

 歳出は、保険給付費４億４,５４７万１,０００円で６９.２％、国民健康保険事業費納付金

１億５,５２１万４,０００円で２４.１％、総務費２,７７４万９,０００円で４.３％の順となっ
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ています。 

 次に、議案第５４号。議案第５４号は、令和５年度木城町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についてであります。 

 令和５年度決算説明資料１２ページから１４ページをご覧ください。 

 令和５年度の保険事業勘定の決算は、歳入７億６,０３１万９,０００円、歳出７億

４,２０４万９,０００円で、差引き１,８２７万円の実質収支額となりました。 

 歳入は、国庫支出金１億８,９８４万１,０００円で２５％、支払基金交付金１億８,３２２万

９,０００円で２４.１％、繰入金１億６,３３８万８,０００円で２１.５％の順となっておりま

す。 

 歳出は、保険給付費６億４,８３７万円で８７.４％、地域支援事業費４,９８７万円で６.７％、

総務費３,３４７万７,０００円で４.５％の順となっています。 

 サービス事業勘定の決算は、歳入１,２８０万円、歳出１,２６６万９,０００円で、差引き

１３万１,０００円の実質収支額となりました。 

 歳入は、繰入金７７７万５,０００円で６０.７％、サービス収入３３１万６,０００円で

２５.９％の順となっています。歳出は、サービス事業費８５７万１,０００円で６７.７％、総

務管理費２８１万３,０００円で２２.２％の順となっています。 

 次に、議案第５５号。議案第５５号は、令和５年度木城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についてであります。 

 令和５年度決算説明資料１５ページ及び１６ページをご覧ください。 

 令和５年度の決算は、歳入７,１４８万５,０００円、歳出７,１１４万４,０００円、差引き

３４万１,０００円の実質収支額となりました。 

 歳入は、後期高齢者医療保険料４,２５１万４,０００円で５９.５％、繰入金２,８６２万

８,０００円で４０.１％の順となっています。 

 歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金６,８０９万９,０００円で９５.７％、総務費

２７０万２,０００円で３.８％の順となっています。 

 次に、議案第５６号。議案第５６号は、令和５年度簡易水道事業会計決算認定についてであり

ます。 

 令和５年度決算における収益的収支につきましては、収入が給水収益、他会計補助金など１億

５,２１７万２,１７０円に対して、支出は施設の維持管理費などの１億１,９１０万１,７９０円

でありました。 

 また、資本的支出は、建設改良費及び企業債償還金で６,９７９万１,３１４円であり、翌年度

に繰越しされる６,４００万円を加え、１億３,３７９万１,３１４円となります。これらの財源
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として企業債及び他会計補助金の資本的収入１億６９５万７,６００円を充て、残りの不足額に

つきましては引継金で補塡しております。 

 当年度純利益は２,９９４万５,２３６円となっております。 

 次に、議案第５７号。議案第５７号は、令和５年度木城町下水道事業会計決算認定についてで

あります。 

 令和５年度決算における収益的収支につきましては、収入が下水道使用料、他会計補助金など

３億７４２万９,１７１円に対して、支出は施設の維持管理費、減価償却費などの２億

８,７０９万１,１４０円でありました。 

 また、資本的支出は、建設改良費及び企業債償還金の９,９５７万１,２５４円であります。こ

れらの財源として、工事負担金、国庫補助金、企業債の資本的収入５３６万円を充て、残りの不

足額につきましては、引継金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金で補

塡しております。 

 当年度純利益は２,０００万５,５５６円となっております。 

 次に、議案第５８号。議案第５８号は、令和５年度木城町簡易水道事業会計未処分利益剰余金

の処分についてであります。 

 令和５年度木城町簡易水道事業会計未処分利益剰余金２,９４５万２３６円を減債積立金とし

て積立てするに当たり、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

 次に、議案第５９号。議案第５９号は、令和５年度木城町下水道事業会計未処分利益剰余金の

処分についてであります。 

 令和５年度木城町下水道事業会計未処分利益剰余金２,０００万５,５５６円を減債積立金とし

て積立てするに当たり、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

 次に、議案第６０号。議案第６０号は、木城町個人情報保護法施行条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。 

 個人情報保護法の改正に伴い、令和５年３月に制定いたしました個人情報保護法施行条例につ

いては、第４条の個人情報取扱事務の登録及び閲覧において、登録簿作成の規定を細かく設けて

おりますが、今回、個人情報保護の観点に求められる項目を整理するとともに、事務の簡略化、

効率化も踏まえ、これまでの登録簿から個人情報ファイル簿として新たに規定するものでありま

す。 

 次に、議案第６１号。議案第６１号は、木城町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。 
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 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律の施行による国民健康保険法の一部改正により、現行の被保険者証が廃止されることに伴い、

罰則に係る条文の改正を行うものであります。 

 次に、議案第６２号。議案第６２号は、令和６年度木城町一般会計補正予算（第４号）であり

ます。 

 補正予算第４号は、新型コロナウイルスワクチンにおいて、令和６年度から予防接種法上の定

期接種に位置づけられたことに伴う、定期及び任意の予防接種委託事業、また、本町が所有して

おります築約８０年以上の木造建築物、旧江藤医院における保存及び利活用に係る事業計画書作

成業務委託等を実施するため、予算の総額に歳入歳出それぞれ９,６２４万６,０００円を追加し、

予算の総額をそれぞれ５３億１,８６４万２,０００円にするものであります。 

 歳入の主なものは、繰越金増額５,３６１万５,０００円、国庫支出金増額１,６３８万

９,０００円、県支出金増額９２４万８,０００円、繰入金増額８２５万７,０００円、財産収入

増額６０３万７,０００円等であります。 

 歳出の主なものは、予備費増額３,１６３万５,０００円、衛生費増額１,７５７万４,０００円、

総務費増額１,６３６万７,０００円、商工費増額８１２万７,０００円、土木費増額７３０万

８,０００円等であります。 

 次に、議案第６３号。議案第６３号は、令和６年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）であります。 

 補正予算第２号は、予算の総額から歳入歳出それぞれ１３４万１,０００円を減額し、予算の

総額をそれぞれ７億４,９４７万円にするものであります。 

 歳入は、繰越金増額８５６万５,０００円、繰入金増額１１万１,０００円、国民健康保険税減

額１,００１万７,０００円であります。 

 歳出は、諸支出金増額１７万円、総務費増額１１万１,０００円、予備費減額１６２万

２,０００円であります。 

 次に、議案第６４号。議案第６４号は、令和６年度木城町介護保険特別会計補正予算（第１号）

であります。 

 補正予算第１号は、保険事業勘定の予算の総額に歳入歳出それぞれ３,４６３万９,０００円を

追加し、予算の総額をそれぞれ７億９,１６３万９,０００円にするものであります。 

 保険事業勘定の歳入の主なものは、繰越金増額１,８２６万９,０００円、国庫支出金増額

１,１７５万６,０００円、諸収入増額３８６万５,０００円等であります。 

 歳出の主なものは、諸支出金増額１,３８８万２,０００円、予備費増額１,３７８万

８,０００円、保険給付費増額６４９万円等であります。 
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 また、サービス事業勘定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１３万円を追加し、予算の総額をそ

れぞれ８１３万円にするものであります。サービス事業勘定の歳入は、繰越金増額１３万円であ

ります。歳出は、諸支出金増額１３万１,０００円、予備費減額１,０００円であります。 

 次に、議案第６５号。議案第６５号は、令和６年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）であります。 

 補正予算第２号は、予算の総額に歳入歳出それぞれ２６７万７,０００円を追加し、予算の総

額をそれぞれ８,３４０万１,０００円にするものであります。 

 歳入は、後期高齢者医療保険料増額２７６万６,０００円、繰越金減額８万９,０００円であり

ます。 

 歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金増額２８５万６,０００円、諸支出金減額１７万

９,０００円であります。 

 次に、議案第６６号。議案第６６号は、令和６年度木城町簡易水道事業会計補正予算（第２号）

であります。 

 補正予算第２号は、収益的支出６万円を増額し、収益的支出の総額を１億４,２１９万

５,０００円にするものであります。収益的支出は、水道施設ネットワーク監視委託４万円、職

員給与費の手当２万円であります。 

 次に、議案第６７号。議案第６７号は、令和６年度木城町下水道事業会計補正予算（第２号）

であります。 

 補正予算第２号は、収益的支出２８万１,０００円を増額し、収益的支出の総額を１億

９,９０４万６,０００円とするものであります。収益的支出は、職員給与費の手当２８万

１,０００円であります。 

 次に、諮問第２号。諮問第２号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。 

 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、これが侵犯された

場合は、その救済のため速やかに適切な処置を取るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努

めることを使命としております。 

 現委員であります杉田博氏が令和６年１２月３１日をもって任期満了となりますので、その後

任といたしまして津江邦彦氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議

会の意見を求めるものであります。 

 なお、委員の任期は３年間となっております。 

 最後に、諮問第３号。諮問第３号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。 

 現在１名欠員でありますが、その候補者として田爪節子氏を推薦するに当たり、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 
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 なお、委員の任期は３年間となっております。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご賛同賜りまして、可決を

していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（甲斐 政治） 町長の提案理由説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．決算審査報告 

○議長（甲斐 政治） 日程第２２、決算審査報告を行います。 

 令和５年度の一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算について、代表監査委員より決

算審査報告をお願いいたします。代表監査委員。 

○代表監査委員（桑原 正憲君） 決算審査報告をいたします。 

 令和５年度の歳入歳出決算書の提出を受け、去る７月１０日から７月３０日までの日程で、中

武良雄議選監査委員と共に審査をいたしました。その結果を要点のみ報告いたします。 

 審査は一般会計及び特別会計並びに基金の運用状況、財産の管理状況について、監査基準によ

るほか、重点事項によって審査いたしました。 

 まず、一般会計について３ページをご覧ください。 

 歳入総額は５８億９,３８９万円で、前年度と比べ１８億６,２６０万円の減、歳出総額は

５１億８,９１７万円で、前年度と比べ２３億３,９３１万円の減です。歳入歳出差引き７億

４７１万５,０００円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源４億９,６１０万円を差し引いた

実質収支は２億８６１万５,０００円です。この実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年

度収支は１,８９４万円となっております。 

 それから、次、５ページをご覧ください。 

 財源の構成比を見ると自主財源は６８.９％、国県依存財源は３１.１％です。自主財源は

９.５％の減で、その主なものは給付金３０.５％の減、財産収入６２.８％の減です。国県依存

財源は４３.９％の減。その主なものは町債８１.５％の減、国庫支出金の３９.７％の減。全体

の対前年度増減率は２４％の減となっております。 

 ９ページをご覧ください。 

 町債発行及び償還状況です。町債発行額は２億７,４８８万円であり、年度末現在高（元金）

３０億４４０万１,０００円です。町人口４,７６７人の１人当たりの負担額は６３万円でありま

す。 

 同じく９ページですね。 

 次に、収入未済額の状況です。収入未済額は１０億８,９６３万４,０００円であり、前年度と

比べ１０億２,１３０万５,０００円の増です。主な対前年度は町債３億２,５３０万円の増、商



- 25 - 

工費、国庫負担金６億３,８９３万４,０００円の増であります。デジタル田園都市国家構想交付

金によるものです。また、町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料の詳細につきましては、

６ページと８ページをご覧ください。 

 次に、１１ページをご覧ください。 

 性質別歳出の状況及び推移では、義務的経費は構成比で見ると３５.１％、前年度と比べ

１２.１％の増。投資的経費については１０.６％であり、前年度と比べ２６.１％の減でありま

す。その他の経費については５４.３％であり、前年度と比べ１４％の増です。投資的経費で普

通建設事業費２２億１,２９８万円の減であります。その他の経費で積立金１億３,４３３万

５,０００円の減でありました。 

 次に、１３ページをご覧ください。 

 団体等の補助金、助成援助団体の補助金です。委託料は測量設計工事などで減であります。 

 次に、１４ページをご覧ください。 

 実質収支率は７.４％となっており、前年度と比べ０.５ポイントの増です。本町では実質収支

比率が正数であり実質収支の黒字となっております。 

 次に、経営収支比率は８１.２％で、前年度の７９.４％と比べ１.８ポイントの増です。この

比率は高いほど経常剰余財源が少なく、財政の硬直化が進んでいることを表しております。 

 次に、財政力指数は０.７８３％で、前年度より０.０４７ポイントの減です。財政力指数は高

いほど普通交付税算定上の留保財源が大きいことになります。財源に余裕があると言えます。 

 次に、公債費負担比率は３.３％です。公債費の比率は高いほど、財政構造の硬直化が進んで

いることを表しています。 

 次に、標準財政規模は２８億２,５２１万６,０００円、前年度の２７億５,１００万

３,０００円と比べ７,４２１万３,０００円増加いたしました。この数値は高いほど財政力が強

いと見ることができます。 

 １５ページをご覧ください。 

 続きまして、特別会計についてご報告いたします。これは先ほど町長の数字と重なりますけど、

一応報告します。 

 まず、国民健康保険事業特別会計について、１５ページをご覧ください。 

 歳入総額６億６,６２０万８,０００円、歳出総額６億４,３６７万円、歳入歳出差引き

２,２５３万７,０００円となっております。前年度と比べ、歳入は９,２２３万円の減、歳出は

９,５２３万２,０００円の減となっております。単年度収支は３００万２,０００円の増となっ

ております。 

 次に、１７ページをご覧ください。 
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 国民健康保険税収入済額は１億１,６０８万８,０００円で、前年度と比べ６８万３,０００円

の減であります。収入未済額は５９５万２,０００円、不納欠損額はゼロです。 

 次に、２１ページをご覧ください。 

 介護保険特別会計保険事業について、歳入総額は７億６,０３１万９,０００円、歳出総額は

７億４,２０４万８,０００円、実質収支は１,８２７万１,０００円、実質単年度収支は８１７万

３,０００円です。 

 それから、次は、２６ページをご覧ください。 

 次に、介護保険特別会計サービス事業について、歳入総額は１,２８０万１,０００円、歳出総

額は１,２６６万９,０００円、実質収支は１３万１,０００円、実質単年度収支はマイナス

１５７万８,０００円でありました。 

 次、２９ページをご覧ください。 

 後期高齢者医療特別会計について、歳入総額は７,１４８万６,０００円、歳出総額は

７,１１４万５,０００円です。実質収支は３４万１,０００円、実質単年度収支は２万

９,０００円であります。 

 次に、３３ページをご覧ください。 

 ３３ページ以降の財産、基金につきましては、適正に運用されていることを確認いたしました。 

 我が国では、日銀の１１年に及ぶ異次元の金融緩和策を、令和６年３月に約１７年ぶりの利上

げし、普通の金融政策に転換した、世界的インフレの影響もあり、今後の政策を期待したいもの

です。引き続き、慎重に法令、条例に基づいた運用に取り組まれたいと思います。特別会計は順

調にいっていると思います。 

 それから、３７ページの講評に移らせてください。 

 令和５年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに基金の運営状況、財産管理状況につ

いて審査した結果、それぞれの予算はその目的に沿って効率的に執行され、おおむね所期の目的

を果たしているものと認めた。 

 また、各会計決算及び基金ともに計数に誤りはなく、関係諸帳票、証拠書類も整備されている

ことを認めました。 

 国内では、令和６年１月１日、石川県の能登地方でマグニチュード７.６の地震が発生し、震

度５を観測しました。能登半島では２０２０年１２月から群発地震が続いており、活断層の被害

想定を見直していなかったものか、他の地域でも被害想定が更新されているのか、警鐘を鳴らし

ていくのが重要であると思われます。本町も、令和５年度の町簡易水道事業に関しては、令和

６年度中に中央地区椎木浄水場が完成し、供用開始ができるようになっています。懸念されてい

た被害時の対応、断水等の懸念がなくなると思われます。また、義務教育学校校舎建設事業の完
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了は、大規模かつ重大な災害が発生した場合の防災司令拠点の先行設備であるものであるための

活用が期待されております。 

 この件で私的ですけど、私も学校にお世話になりました。建物は上等で、（避難者は）すごく

安心しておられました。すみません。 

 それから、本町の令和５年度決算の歳入においては、固定資産税等の増加による地方税１億

１,９６３万円の増加等したものの、義務教育学校校舎建設事業の完了に伴う反動減のため、地

方債１２億１,２５１万１,０００円減少、繰入金３億５１４万２,０００円の減少、国庫支出金

２億１,１５９万４,０００円の減少でした。歳出は、普通建設業費、義務教育学校建設２２億

１,２９８万円の減少、公共施設等整備基金積立金１億３,４３３万５,０００円の減少、また、

簡易水道及び下水道事業特別会計の法適化による繰出金から補助費等の組替え等により、歳出総

額は前年度比３１.１％の減、２３億３,９３１万３,０００円の減少となっております。 

 令和５年度も基金の総額は均衡は取れているが、例として、ふるさと納税については、令和

５年１０月に基準が大きく変わり、募集に関わる経費を含めて寄附額の５割以下とする改正など、

新ルールの下で今後の推進をお願いしたい。全国的にも産地偽装など事故が発生している。今後

もより一層自治体によるチェック機能（人的にも）の確保、強化が求められ、今後もふるさと納

税を期待したいものです。将来の財源の硬直が予想されていることから、これまでどおり財政健

全化に努め、住民ニーズに適切に対応した行政運営をお願いしたいと思います。 

 それから、先ほど町長の説明がありました木城町下水道事業会計、令和５年度より公営企業化

を行い、財政状況を見ると、依然として負債は多額であり、財政状況は厳しいものと思われます。

なお一層の経営基盤強化を図り、きめ細かい企業努力をお願いしたいと思います。 

 それから、後に参考資料、決算審査統計グラフ、これを参考にして、また町の発展のためにお

願いしたいと思います。 

 以上、決算報告を終わります。 

○議長（甲斐 政治） 代表監査委員の決算審査報告が終わりました。 

 ここで１０分間の休憩といたします。 

午前10時34分休憩 

------------------------------------------------------------- 

午前10時43分再開 

○議長（甲斐 政治） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．決算審査特別委員会の設置及び委員の選任 

○議長（甲斐 政治） 日程第２３、決算審査特別委員会の設置及び委員の選任を議題といたしま
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す。 

 お諮りいたします。議案第５２号令和５年度木城町一般会計歳入歳出決算認定についてから、

議案第５９号令和５年度木城町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、９人の委員

で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） ご異議なしと認めます。したがって、議案第５２号から議案第５９号は、

９人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたし

ました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第６条第４項の規定によって、議長が会議に諮って指名することになっております。 

 委員には、矢野哲也君、荒川浩君、久保富士子君、桑原勝広君、眞鍋博君、中武良雄君、後藤

和実君、中竹義一君、そして甲斐政治を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） ご異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会の委員は、矢野

哲也君、荒川浩君、久保富士子君、桑原勝広君、眞鍋博君、中武良雄君、後藤和実君、中竹義一

君、そして甲斐政治の９名を選任することに決定いたしました。 

 ここで、委員会条例第７条の規定により、決算審査特別委員会を開催し、委員長、副委員長を

互選していただきますので、しばらく休憩いたします。 

午前10時45分休憩 

------------------------------------------------------------- 

午前10時45分再開 

○議長（甲斐 政治） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 決算審査特別委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたします。 

 決算審査特別委員会委員長に眞鍋博君、副委員長に中竹義一君が互選されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．委員会付託の省略 

○議長（甲斐 政治） 日程第２４、委員会付託の省略を議題といたします。 

 お諮りいたします。諮問第２号及び諮問第３号については、会議規則第３９条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） ご異議なしと認めます。よって、諮問第２号及び諮問第３号については、
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委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案に対する質疑 

○議長（甲斐 政治） 日程第２５号、議案に対する質疑を行います。 

 これより、提案されました議案第５２号から諮問第３号に至る議案の１議案ごとの質疑を行い

ます。 

 まず、議案第５２号から議案第６７号に至る議案については総括質疑といたします。 

 ただし、議案第５２号から議案第５９号の決算認定ほか８件については、決算審査特別委員会

において９名で審査いたしますので、質疑を省略いたします。 

 次に、諮問第２号及び諮問第３号については、委員会の付託を省略することに決定いたしまし

たので、質疑を行い、討論、採決は最終日に行うことといたします。 

 これより、議案第６０号から議案第６７号に対する総括質疑を行います。 

 まず、議案第６０号木城町個人情報保護法施行条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 

 議案第６０号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６１号木城町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とい

たします。 

 議案第６１号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６２号令和６年度木城町一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 議案第６２号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６３号令和６年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

 議案第６３号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６４号令和６年度木城町介護保険特別会計補正予算（第１号）を議題といたしま



- 30 - 

す。 

 議案第６４号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６５号令和６年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議題とい

たします。 

 議案第６５号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６６号令和６年度木城町簡易水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたしま

す。 

 議案第６６号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６７号令和６年度木城町下水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 議案第６７号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

 これより、諮問第２号から諮問第３号に対する質疑を行います。 

 まず、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 諮問第２号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

 次に、諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 諮問第３号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） 質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．各常任委員会・特別委員会議案審査付託 

○議長（甲斐 政治） 日程第２６、各常任委員会・特別委員会議案審査付託を議題といたします。 
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 お諮りします。第６回木城町議会定例会に付議されました議案の審査については、お手元に審

査日程表が配付してあります。このとおり、おのおのの案件を各常任委員会・特別委員会に審査

付託し、本会期中にその審査結果を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治） ご異議なしと認めます。よって、議案第５２号から議案第６７号に至る議

案については、各常任委員会・特別委員会に審査付託することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．散会 

○議長（甲斐 政治） 日程第２７、散会。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 明日７日、８日は休会。９日月曜日は本会議、午前９時開議で一般質問となっています。 

 本日は、これで散会といたします。 

 議員の皆様は、控室のほうにお願いいたします。 

○事務局長（三隅 秀俊君） 皆様、ご起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。 

午前10時50分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  


